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２
０
１
５
年
の
第
二
次
大
戦
終
戦

周
年
が
近
づ
く
今
、
西
欧
や
ア
ジ

ア
で
敗
戦
国
の
ド
イ
ツ
と
日
本
の
比

較
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
。
ド
イ

ツ
は
ナ
チ
ス
の
過
去
と
向
き
合
い
、

か
つ
て
の
敵
国
フ
ラ
ン
ス
と
友
好
関

係
を
築
い
た
模
範
と
し
て
語
ら
れ
、

日
本
は
常
に
過
去
の
問
題
を
解
決
で

き
ず
に
い
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。

確
か
に
日
本
は
１
９
３
７
年
以

降
、
ド
イ
ツ
は

年
以
降
、
ア
ジ
ア

や
欧
州
大
陸
で
征
服
戦
争
を
進
め

た
。
だ
が
、
日
本
に
と
っ

て

年
８
月

日
は

敗
戦
日
で
あ
る
と
と

も
に
、
植
民
地
支
配
の

終
わ
り
の
日
で
も
あ
っ
た
。

日
本
が
敗
戦
日
ま
で
台
湾
、
朝
鮮
、

サ
ハ
リ
ン
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
、
満
州

国
（
現
中
国
東
北
部
）
な
ど
を
植
民

地
支
配
し
た
の
に
対
し
、
ド
イ
ツ
に

よ
る
東
ア
フ
リ
カ
、
中
国
、
太
平
洋

の
植
民
地
支
配
は

〜

年
に
終
わ

っ
て
い
た
黭｢

年
‖
日
本
植
民
地
支

配
の
終
結
」
と
い
う
視
点
が
終
戦
に

よ
っ
て
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

だ
が
、
こ
の
植
民
地
支
配
は
歴
史

認
識
に
大
き
く
影
響
す
る
。
現
在
ま

で
、
か
つ
て
の
対
等
に
近
い
参
戦
国

同
士
に
歴
史
認
識
を
巡
る
重
大
な
争

い
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
例
え

ば
、
仏
独
間
や
日
露
・
日
米
の
間
で

は
、
歴
史
認
識
を
巡
る
重
大
な
争
い

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

一
方
、
植
民
地
支
配
が
終
わ
っ
た

後
で
も
、
旧
宗
主
国
は
旧
植
民
地
国

に
尊
大
な
態
度
を
取
り
、
旧
植
民
地

国
は
屈
辱
感
に
基
づ
く
怒
り
の
感
情

を
持
つ
。
こ
の
「
支
配
の
記
憶
」
こ

そ
が
和
解
を
難
し
く
し
て
い
る
。
朝

鮮
半
島
は
か
つ
て
日
本
の
植
民
地
支

配
下
に
あ
り
、
中
国
も

世
紀
以
降
、

欧
州
諸
国
、
特
に
仏
英
両
国
や
日
本

の
半
植
民
地
状
態
に
あ
っ
た
。

か
つ
て
植
民
地
を
持
っ
て
い
た
い

ず
れ
の
国
も
、
植
民
地
に
対
し
て
十

分
謝
罪
し
て
い
な
い
。
ド
イ
ツ
も
ポ

ー
ラ
ン
ド
や
東
欧
諸
国
な
ど
に
対
し

て
は
、
歴
史
認
識
を
巡
る
問
題
を
抱

え
て
い
る
。
ド
イ
ツ
と
和
解
し
た
フ

ラ
ン
ス
も
、
か
つ
て
の
ア
ル
ジ
ェ
リ

ア
支
配
に
つ
い
て
は
謝
罪
せ
ず
、
友

好
関
係
が
築
け
て
い
る
と
は
言
え
な

い
。
こ
の
意
味
で
、
日
本
と
中
国
、

朝
鮮
半
島
の
関
係
と
、
独
仏
関
係
と

の
比
較
は
適
切
と
は
言
い
に
く
い
。

日
本
の
植
民
地
支
配
の
過
去
と
優

越
感
、
ま
た
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
相

手
国
の
屈
辱
感
が
、
歴
史
認
識
を
巡

る
争
い
の
根
底
に
あ
る
。
そ
れ
が
韓

国
と
中
国
と
の
和
解
を
阻
害
し
て
い

る
の
だ
。
大
学
な
ど
研
究
機
関
が
過

去
の
事
件
や
暴
力
の
詳
細
を
明
確
に

す
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
和
解
の
実

現
は
外
交
、
政
治
の
力
に
よ
る
し
か

な
い
。
日
本
政
府
は
植
民
地
支
配
や

大
陸
で
の
戦
争
の
非
人
間
的
な
性
格

を
認
め
、
言
葉
と
態
度
で
示
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
あ
っ
て
初

め
て
、
真
の
対
話
が
始
ま
る
は
ず
だ
。

【
聞
き
手
・
パ
リ
宮
川
裕
章
】
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虐
殺
の
村
で
慰
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解
け
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心
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に
続
く
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「
あ
な
た
が
両
国
の
和
解
の
た
め

に
手
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
た
こ
と
に

心
か
ら
感
謝
し
ま
す
」
｜
｜
。

月

日
、
フ
ラ
ン
ス
中
西
部
の

県
都
リ
モ
ー
ジ
ュ
。
ド
イ
ツ
政
府
か

ら
の
功
労
勲
章
授
与
式
に
参
列
し
た

ゲ
ル
ダ
・
ハ
ッ
セ
ル
フ
ェ
ル
ト
連
邦

議
会
議
員
(

)
の
視
線
の
先
に
は
、

近
郊
の
オ
ラ
ド
ゥ
ー
ル
村
の
レ
イ
モ

ン
・
フ
リ
ュ
ジ
エ
前
村
長
(

)
が
い

た
。
第
二
次
大
戦
中
の

年
６
月
、

ナ
チ
ス
親
衛
隊
に
全
人
口
に
近
い
６

４
２
人
を
殺
害
さ
れ
た
村
を
今
春
ま

で

年
間
治
め
た
人
物
だ
。

オ
ラ
ド
ゥ
ー
ル
村
は
戦
後
一
貫
し

て
ド
イ
ツ
首
脳
の
訪
問
を
拒
否
。
独

仏
和
解
の
｢
最
後
の
難
題
｣
と
言
わ
れ

る
中
、
ド
イ
ツ
側
に
交
流
を
呼
び
か

け
、
住
民
感
情
を
少
し
ず
つ
変
化
さ

せ
た
の
が
フ
リ
ュ
ジ
エ
氏
だ
っ
た
。

事
件
当
時
は
４
歳
。
村
の
外
れ
に

住
ん
で
い
た
た
め
難
を
逃
れ
た
。
戦

後
、
犠
牲
者
遺
族
の
ド
イ
ツ
へ
の
根

深
い
敵
意
を
間
近
で
感
じ
る
一
方
、

隣
人
と
の
和
解
が
全
く
進
ま
な
い
ま

ま
時
代
が
流
れ
て
い
く
現
状
に
「
過

去
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
死
者
が
報
わ

れ
る
の
か
」
と
の
疑
問
も
抱
い
た
。

年
に
村
会
議
員
に
選
出
。
歴
代

村
長
は
ド
イ
ツ
と
の
接
触
を
避
け
て

き
た
。
遺
族
感
情
を
刺
激
す
れ
ば
政

治
生
命
に
か
か
わ
る
か
ら
だ
。だ
が
、

年
の
村
長
就
任
後
、

年
５
月
に

戦
後
初
め
て
ド
イ
ツ
代
表
団
を
村
へ

受
け
入
れ
た
。
出
迎
え
た
村
会
議
員

は
一
人
も
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も

「
誰
か
が
行
動
を
起
こ
さ
な
い
と
何

も
変
わ
ら
な
い
」
と
の
信
念
は
変
わ

ら
な
か
っ
た
。

年
に
独
南
部
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
を
訪

れ
、

年
に
は
ナ
チ
ス
の
強
制
収
容

所
が
あ
っ
た
独
南
部
ダ
ッ
ハ
ウ
の
市

長
に
自
ら
連
絡
し
、
相
互
訪
問
を
始

め
た
。
交
流
で
は
「
ド
イ
ツ
側
が
持

つ
過
去
へ
の
罪
悪
感
を
肌
で
感
じ

た
。
ド
イ
ツ
が
罪
を
認
め
れ
ば
、
住

民
は
必
ず
許
す
」
と
確
信
し
た
。

独
仏
友
好
条
約

周
年
の
昨
年
２

月
、
パ
リ
の
独
大
使
館
を
訪
れ
、
ド

イ
ツ
首
脳
の
来
訪
を
打
診
。
同
年
９

月
、
独
首
脳
と
し
て
初
め
て
ガ
ウ
ク

大
統
領
が
村
に
足
を
踏
み
入
れ
た
。

事
件
当
時
の
ま
ま
保
存
さ
れ
た
廃
虚

の
中
、
ガ
ウ
ク
氏
は
オ
ラ
ン
ド
仏
大

統
領
、
虐
殺
の
生
存
者
ロ
ベ
ー
ル
・

エ
ブ
ラ
ス
さ
ん
(

)
と
手
を
つ
な
い

で
歩
き
、
慰
霊
し
た
。

ガ
ウ
ク
氏
は
演
説
で
述
べ
た
。「
こ

の
罪
は
ド
イ
ツ
に
よ
っ
て
な
さ
れ

た
。
あ
な
た
た
ち
が
和
解
へ
の
意
思

を
持
っ
て
共
に
前
進
し
て
く
れ
る
こ

と
に
、
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
人
の
名
に

お
い
て
感
謝
し
た
い
」

約
２
５
０
人
の
仏
独
政
府
関
係
者

や
住
民
が
集
ま
っ
た
仏
リ
モ
ー
ジ
ュ

で
の
式
典
。
ハ
ッ
セ
ル
フ
ェ
ル
ト
氏

は

年
に
初
め
て
オ
ラ
ド
ゥ
ー
ル
村

の
廃
虚
を
訪
れ
た
時
の
こ
と
を
こ
う

振
り
返
っ
た
。
「
そ
の
光
景
に
衝
撃

を
受
け
、
恥
ず
か
し
さ
で
胸
が
い
っ

ぱ
い
に
な
っ
た
」
。
同
氏
も
ま
た
、

こ
の
体
験
を
基
に
両
国
の
交
流
に
奔

走
し
て
き
た
。
壇
上
で
、
勲
章
を
贈

ら
れ
た
フ
リ
ュ
ジ
エ
氏
に
ハ
ッ
セ
ル

フ
ェ
ル
ト
氏
が
ね
ぎ
ら
い
の
言
葉
を

か
け
、
抱
き
し
め
た
。
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し
こ
り
今
も

戦
後

年
を
前
に
独
仏
両
国
の
和

解
は
一
層
深
化
し
、
欧
州
統
合
の
波

は
東
西
冷
戦
時
代
の
「
鉄
の
カ
ー
テ

ン
」
の
向
こ
う
側
ま
で
広
が
っ
た
。

だ
が
、
ド
イ
ツ
が
抱
え
る
歴
史
認
識

や
戦
後
賠
償
の
問
題
が
完
全
に
ぬ
ぐ

い
去
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

歴史への視線 共有

不
戦
の
た
め
の
統
合

ド
イ
ツ
（
西
独
）
の
力
を
「
封
じ

込
め
る
」意
味
で
重
要
だ
っ
た
の
が
、

世
紀
以
降
に
独
仏
の
争
い
の
原
因

と
な
っ
た「
資
源
」の
共
同
管
理
だ
。

フ
ラ
ン
ス
の
提
案
に
基
づ
き
、
西
欧

６
カ
国
が
１
９
５
２
年
に
欧
州
石
炭

鉄
鋼
共
同
体
（
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
）
を
設
立
。

こ
れ
が
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
の
礎
と

な
る
。

「
私
は
今
も
、
チ
ャ
ー
チ
ル
元
英

首
相
の

年
の
演
説
を
思
い
出
す
。

独
仏
が
共
に
歩
む
こ
と
を
提
案
し
、

Ｅ
Ｕ
の
基
に
な
る
構
想
を
強
調
し
て

く
れ
た
。
戦
争
を
体
験
し
た
私
の
世

代
に
と
っ
て
、
二
度
と
戦
争
を
起
こ

さ
な
い
た
め
の
『
統
合
』
こ
そ
が
、

戦
後
欧
州
の
最
大
の
目
標
だ
っ
た
」

２
０
１
１
年

月
、
ベ
ル
リ
ン
で

毎
日
新
聞
の
取
材
に
応
じ
た
リ
ヒ
ャ

ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ワ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー

元
大
統
領
(

)
は
、
独
仏
和
解
の
実

現
に
は
、
両
者
を
積
極
的
に
結
び
付

け
た
英
国
の
後
押
し
も
大
き
か
っ
た

と
の
見
方
を
示
し
た
。
和
解
の
原
点

は
「
何
と
し
て
も
戦
争
を
起
こ
さ
な

い
」
と
の
決
意
だ
っ
た
。

ワ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
氏
は

年
の
戦

後

年
式
典
で
「
過
去
に
目
を
閉
ざ

す
者
は
、
現
在
も
見
え
な
く
な
る
」

と
の
有
名
な
演
説
を
行
い
、
歴
史
を

直
視
す
る
重
要
性
を
説
い
た
こ
と
で

知
ら
れ
る
。

年
に
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
ユ
ダ
ヤ
人

ゲ
ッ
ト
ー
の
記
念
碑
前
で
ひ
ざ
ま
ず

き
、
謝
罪
の
意
を
表
し
た
ブ
ラ
ン
ト

西
独
首
相
。

年
に
第
一
次
大
戦
の

激
戦
地
だ
っ
た
仏
北
東
部
ベ
ル
ダ
ン

を
訪
れ
、
２
人
で
手
を
つ
な
い
で
戦

死
者
を
追
悼
し
た
コ
ー
ル
西
独
首
相

と
ミ
ッ
テ
ラ
ン
仏
大
統
領
。
こ
う
し

た
印
象
的
シ
ー
ン
が
カ
メ
ラ
を
通
じ

て
流
さ
れ
、
両
国
民
の
間
で
和
解
ム

ー
ド
が
高
ま
っ
た
面
も
あ
る
。

両
国
の
民
間
レ
ベ
ル
の
交
流
は
、

年
の
独
仏
友
好
条
約
（
エ
リ
ゼ
条

約
）
を
機
に
本
格
化
。
パ
リ
政
治
学

院
の
ア
ン
ヌ
マ
リ
・
ル
グ
ロ
ア
ネ
ッ

ク
教
授
（
独
仏
関
係
）
は
、
信
頼
醸

成
に
は
「
独
仏
青
少
年
事
務
所
の
開

設
に
よ
る
青
少
年
の
相
互
交
流
が
大

き
な
役
割
を
果
た
し
た
」
と
指
摘
す

る
。
事
務
所
の
運
営
に
は
両
政
府
が

出
資
。
約
８
２
０
万
人
の
若
者
が
双

方
の
家
庭
に
滞
在
す
る
な
ど
し
た
。

独
仏
の
歴
史
学
者
ら
が
作
成
し
た

共
通
歴
史
教
科
書
も
、
歴
史
認
識
の

共
有
化
に
寄
与
し
た
。

年
の
エ
リ

ゼ
条
約

周
年
式
典
に
参
加
し
た
両

国
の
高
校
生
が
提
案
。
当
時
の
シ
ラ

ク
仏
大
統
領
と
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
独
首

相
が
賛
同
し
、

年
の
発
行
に
つ
な

が
っ
た
。
仏
ボ
ル
ド
ー
教
育
委
員
会

の

年
の
調
査
で
は
、
使
用
す
る

校
の
高
校
生
の
７
割
が
「
ド
イ
ツ
の

理
解
に
役
立
っ
た
」
と
回
答
。
メ
ル

ケ
ル
独
首
相
も
「
真
の
歴
史
的
新
機

軸
だ
」
と
高
く
評
価
し
た
。

駐
仏
ド
イ
ツ
大
使
館
と
仏
Ｉ
Ｆ
Ｏ

Ｐ
社
が

年
に
実
施
し
た
世
論
調
査

に
よ
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
８
割

以
上
は
ド
イ
ツ
に
好
印
象
を
持
っ
て

い
る
と
回
答
し
て
い
る
。

再
び
戦
争
を
引
き
起
こ
さ
な
い
た
め
に
、
戦
後
の
欧
州
は
「
統

合
」
へ
の
道
を
選
ん
だ
。
肝
心
の
独
仏
和
解
の
陰
に
は
、
英
国

の
後
押
し
や
首
脳
同
士
の
不
戦
の
誓
い
に
加
え
、
民
間
レ
ベ
ル

で
の
幅
広
い
交
流
や
共
に
過
去
を
見
つ
め
る
努
力
が
あ
っ
た
。

【
ベ
ル
リ
ン
篠
田
航
一
、
パ
リ
宮
川
裕
章
】
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東京大大学院総合文化研究科

教授(ドイツ近現代史)

石
いし

田
だ

勇
ゆう

治
じ

氏

周
辺
国
と
の
和
解
を
巡
る

日
本
と
ド
イ
ツ
の
最
大

の
違
い
は
、
日
本
が
国

家
間
条
約
な
ど
法
を
重

視
す
る
立
場
か
ら
、
中
国
や

韓
国
な
ど
か
ら
発
せ
ら
れ
る
個
人
補

償
要
求
を
解
決
済
み
と
し
て
門
前
払

い
し
て
き
た
の
に
対
し
、
ド
イ
ツ
は

法
を
尊
重
し
つ
つ
、
法
だ
け
で
は
解

決
し
な
い
問
題
に
道
義
的
立
場
か
ら

対
処
し
て
き
た
点
に
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
過
去
の
克
服
を
振
り
返

る
中
で
分
岐
点
の
一
つ
に
な
っ
て
い

る
の
が
、
１
９
９
０
年
の
東
西
ド
イ

ツ
再
統
一
以
降
に
問
題
化
し
た
戦
時

下
の
強
制
労
働
者
へ
の
個
人
補
償

だ
。
米
国
で
個
人
補
償
を
求
め
る
裁

判
が
起
こ
さ
れ
、
ド
イ
ツ
製
品
の
不

買
運
動
が
広
が
る
な
ど
独
政
府
は
対

応
を
迫
ら
れ
た
。
こ
の
時
、
シ
ュ
レ

ー
ダ
ー
首
相
(
当
時
)
は
｢
法
的
責
任

は
な
い
｣
と
主
張
し
た
上
で
、
道
義

的
、
政
治
的
責
任
か
ら
問
題
解
決
の

糸
口
を
見
い
だ
す
と
し
て
、
２
０
０

０
年
に
半
官
半
民
の
基
金
「
記
憶
・

責
任
・
未
来
」
を
発
足
さ
せ
、
被
害

者
に
補
償
を
行
っ
た
。

こ
の
基
金
は
日
本
が
元
慰
安
婦
に

道
義
的
な
個
人
補
償
を
行
っ
た
「
ア

ジ
ア
女
性
基
金
」
と
よ
く
比
べ
ら
れ

る
が
、
女
性
基
金
と
違
い
、
独
政
府

が
立
法
行
為
を
経
て
設
立
し
た
も
の

だ
。
ド
イ
ツ
が
払
っ
た
１
人
当
た
り

の
金
額
は
女
性
基
金
に
比
べ
少
額
だ

が
、
独
政
府
が
前
面
に
出
た
対
応
は

国
際
社
会
で
高
い
評
価
を
受
け
た
。

ド
イ
ツ
人
と
日
本
人
の
考
え
方
の

違
い
の
一
つ
と
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は

罪
と
責
任
を
分
け
る
が
、
日
本
で
は

こ
れ
を
同
一
視
し
が
ち
だ
。
ド
イ
ツ

で
は
罪
は
個
人
的
な
も
の
で
、
世
代

を
ま
た
い
で
継
承
さ
れ
な
い
。
だ
が
、

責
任
は
継
承
さ
れ
る
。
現
世
代
に
は

ナ
チ
体
制
の
罪
は
な
い
が
、
未
解
決

の
問
題
を
解
決
す
る
責
任
が
あ
る
と

考
え
る
。

ド
イ
ツ
も
決
し
て
戦
後
を
通
し
て

過
去
と
積
極
的
に
向
き
合
っ
て
き
た

わ
け
で
は
な
い
。
終
戦
直
後
は
ナ
チ

ス
の
残
党
が
西
独
政
府
に
再
雇
用
さ

れ
、
「
何
よ
り
も
ダ
メ
な
ド
イ
ツ
」

と
非
難
を
浴
び
た
。
た
だ
、
補
償
問

題
な
ど
で
法
的
に
必
要
が
な
い
か
ら

と
い
っ
て
や
ら
な
い
と
い
う
態
度
は

取
ら
ず
、
世
代
が
代
わ
る
ご
と
に
過

去
の
不
法
行
為
を
認
め
、
謝
罪
や
補

償
で
責
任
を
果
た
し
た
。

和
解
の
プ
ロ
セ
ス
で
ド
イ
ツ
は
一

つ
の
模
範
を
作
っ
た
。
今
で
は
普
通

の
国
と
し
て
海
外
派
兵
や
イ
ラ
ク
へ

の
武
器
供
与
で
も
隣
国
か
ら
非
難
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。
だ
が
、
日
本
は

こ
う
し
た
状
況
に
な
っ
て
い
な
い
。

日
本
国
内
で
は
「
日
本
の
事
情
は
ド

イ
ツ
と
違
う
」
と
の
声
が
聞
か
れ
る

が
、
終
戦

年
が
近
づ
く
今
、
日
本

が
過
去
を
踏
ま
え
責
任
を
果
た
す
国

と
し
て
国
際
社
会
に
評
価
さ
れ
る
た

め
に
は
、
発
想
の
転
換
が
必
要
な
時

期
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

【
聞
き
手
・
中
西
啓
介
】

第1回

「これまで・これから」は月１回のペースで掲載します。 グラフィック・日比野英志

役割と国益にらみ
戦
後
ド
イ
ツ
で
「
加
害
者
」
と
し

て
の
反
省
が
盛
ん
に
示
さ
れ
る
一
方

で
、
ド
イ
ツ
自
身
も
戦
争
の
「
被
害

者
」
だ
っ
た
と
の
歴
史
認
識
は
あ
ま

り
強
調
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
敗
戦

後
、
当
時
の
独
領
ポ
ー
ラ
ン
ド
な
ど

に
住
ん
で
い
た
ド
イ
ツ
系
住
民
約
１

５
０
０
万
人
は
故
郷
を
追
わ
れ
、
途

中
で
約
２
０
０
万
人
が
死
亡
し
た
。

エ
リ
カ
・
シ
ュ
タ
イ
ン
バ
ッ
ハ
独

連
邦
議
会
議
員
(

)
も
郷
里
を
追
わ

れ
た
一
人
。
同
氏
は

年
に
「
追
放

被
害
者
連
盟
」
の
理
事
長
に
就
任
し
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
へ
の
賠
償
請
求
に
度
々

言
及
し
て
き
た
。
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ

強
制
収
容
所
に
収
容
さ
れ
た
経
験
を

持
つ
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
バ
ル
ト
シ
ェ
フ

ス
キ
元
外
相
は

年
、
シ
ュ
タ
イ
ン

バ
ッ
ハ
氏
を
「
金
髪
の
野
獣
」
と
激

し
く
非
難
し
た
。

歴
史
認
識
を
巡
る
し
こ
り
は
ギ
リ

シ
ャ
に
も
残
る
。
ユ
ー
ロ
危
機
の
際

に
は
、
緊
縮
策
を
求
め
る
ド
イ
ツ
に

反
発
す
る
世
論
を
背
景
に
、
再
び
対

独
賠
償
を
求
め
る
声
が
高
ま
っ
た
。

１
６
０
０
億
ユーロ
の
賠
償
義
務
が
あ
る

と
の
試
算
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
今

年
３
月
、
ガ
ウ
ク
独
大
統
領
が
ギ
リ

シ
ャ
を
訪
問
し
た
際
、
パ
プ
リ
ア
ス

大
統
領
は
「
賠
償
請
求
を
断
念
し
な

い
｣
と
発
言
黭
ガ
ウ
ク
氏
が
｢
(
支
払
い

は
終
了
し
て
お
り
）
問
題
は
解
決
済

み
だ
」
と
拒
否
す
る
一
幕
も
あ
っ
た
。

冷
戦
時
代
の
西
独
と
フ
ラ
ン
ス

は
、
ソ
連
と
い
う
「
共
通
の
敵
」
を

抱
え
た
同
盟
国
と
し
て
、
和
解
の
土

壌
を
共
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ

の
他
の
国
々
と
の
間
で
は
今
な
お
、

こ
う
し
た
確
執
が
折
に
触
れ
て
顔
を

の
ぞ
か
せ
る
。
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独の責任 どう補償？

分断された東西が各国と協議

ホロコーストも償う

莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢

なるほドリ 第二次大戦でドイツは

何をしたの？

記者 世界恐慌（1929年）後、ドイ

ツでは社会不安に乗じて支持を広げた

ヒトラー率いる右翼政党「国家社会主

義労働者党」（ナチス）が 年の総選

挙で第１党となり、 年に政権を握り

ました。ドイツは 年、「生存圏」拡

大を目指しポーランドへ侵攻。世界は

日独伊中心の枢軸国と、米英仏ソ中心

の連合国に分かれ、史上最大の戦争と

なりました。ナチスはまた、ユダヤ人

を人種的に劣

るとみなし、

ガス室に閉じ込めるなどして約600万

人も殺害しました。大戦は 年のドイ

ツ、日本の相次ぐ降伏で終わりました。

Ｑ 日独の戦後補償の違いは？

Ａ 日本は戦後も一つの国として存

続し、戦勝 カ国と 年にサンフラン

シスコ講和条約を結び、賠償や領土問

題の基本方針が決まりました。しかし

ドイツは東西に分断され、一つの国と

して他国と条約を結べませんでした。

Ｑ では、どう補償を進めたの？

Ａ 東西で異なります。旧ソ連は東

独地域から大量に工場機械などの生産

設備を麎現物麏で没収しましたが、 年

に東独国家が成立してから、賠償請求

を放棄します。一方、同年に成立した

西独は個別に各国との補償を進めまし

た。ユダヤ人国家イスラエルとも協定

を結び、大勢のホロコースト（ユダヤ

人大虐殺）生存者を受け入れた同国へ

の補償を決めました。 年代までには

同様の協定を西欧 カ国と結びます。

独財務省によると、 年以降の各種の

補償支払総額は711億ユーロ（約 兆4200

億円）。うち470億ユーロは連邦補償法に

よる個人補償で、旧ドイツ帝国領居住

者などに限定されていました。このた

め、それを補う形で別の法律や協定も

多く作られました。対外補償は主に相

手国や関係団体との協定などに基づい

て進められたのです。

Ｑ 日本は慰安婦問題を抱えている

よね。ドイツには戦時中の性的搾取問

題はなかったの？

Ａ ドイツの歴史学者ロベルト・ゾ

マー博士によると、ナチスは ～ 年、

アウシュビッツ（ポーランド）など

カ所の強制収容所に「売春棟」を設置

していました。よく働いた捕虜男性に

「報酬」として捕虜女性との性交渉を

許す仕組みでした。少なくとも174人

の女性の氏名が確認されています。大

半は死亡したり、ナチスの協力者とみ

られることを恐れて沈黙

したりしたため、不明な

部分が多く、戦後も補償

されませんでした。

回答・篠田航一（ベルリン支局）
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在
イ
ラ
ク
企
業

保
護
の
側
面
も

イ
ラ
ク
北
部
ク
ル
ド
人
自
治
区
向

け
の
ド
イ
ツ
の
武
器
供
与
か
ら
は
、

国
益
を
追
う
し
た
た
か
さ
と
、
国
力

に
見
合
う
相
応
の
負
担
を
求
め
る
国

際
世
論
へ
の
配
慮
も
う
か
が
え
る
。

独
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
と
、
ク
ル
ド

人
自
治
区
に
は
昨
年
６
月
時
点
で
メ

ル
セ
デ
ス
や
Ｂ
Ｍ
Ｗ
な
ど
約

の
独

企
業
が
進
出
。

年
の
対
イ
ラ
ク
輸

出
総
額
約

億
ユーロ
は

年
(
約
３
億

ユーロ
)
の
４
倍
に
上
り
黬
｢
イ
ラ
ク
市
場

は
独
経
済
に
と
っ
て
巨
大
な
潜
在

力
｣
(
独
外
務
省
)
だ
黭
武
器
供
与
は
権

益
保
護
と
い
う
側
面
も
あ
る
。

ド
イ
ツ
の

年
の
国
内
総
生
産

（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
は
３
兆
７
３
０
２
億
㌦

（
世
界
銀
行
調
べ
）
で
、
米
中
日
に

次
ぐ
世
界
４
位
。
欧
州
で
は
、
突
出

し
た
経
済
力
を
誇
る
。
安
全
保
障
面

で
の
存
在
感
も
増
す
中
、

年
代
に

は
北
大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）

域
外
へ
の
派
兵
を
開
始
。
現
在
は
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
や
コ
ソ
ボ
な
ど

カ

国
以
上
に
計
約
２
７
０
０
人
を
派
遣

し
て
い
る
。

戦
後
の
和
解
プ
ロ
セ
ス
に
も
国
際

世
論
や
国
益
へ
の
配
慮
が
あ
っ
た
。

独
企
業
に
よ
る
強
制
労
働
へ
の
補
償

が
一
例
だ
。
強
制
労
働
は
「
戦
時
中

の
一
般
的
現
象
」
と
さ
れ
、
長
い
間

補
償
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
、

米
国
で

年
代
に
集
団
訴
訟
が
相
次

ぐ
と
、
経
済
的
打
撃
を
恐
れ
た
ド
イ

ツ
は

年
、
政
府
と
独
企
業
約
６
３

０
０
社
と
で
「
記
憶
・
責
任
・
未
来
」

基
金
を
設
立
し
、

年
ま
で
に

億

ユーロ
を
計
１
６
７
万
人
に
支
払
っ
た
。

同
基
金
の
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ザ
ー
ト

ホ
フ
理
事
(

)
は
「
ド
イ
ツ
は
何
も

し
な
い
と
言
わ
れ
た
く
な
い
と
い
う

国
民
感
情
も
あ
っ
た
が
、
企
業
側
に

は
補
償
金
支
払
い
で
落
ち
着
き
た
い

と
の
思
惑
も
あ
っ
た
。
和
解
は
多
く

の
要
素
で
成
り
立
っ
て
い
る
」
と
説

明
。
「
ド
イ
ツ
が
和
解
の
チ
ャ
ン
ピ

オ
ン
と
の
考
え
に
は
慎
重
だ
。
ド
イ

ツ
が
か
つ
て
数
百
万
人
殺
害
の
チ
ャ

ン
ピ
オ
ン
だ
っ
た
事
実
は
変
わ
ら

ず
、
強
制
労
働
に
対
す
る
補
償
は
遅

す
ぎ
た
。
外
国
が
見
習
う
べ
き
だ
と

は
思
わ
な
い
。
日
本
に
は
日
本
の
や

り
方
が
あ
る
は
ず
だ
」

ドイツはどう隣国の信頼を得てきたか
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